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横 浜 市 立 奈 良 中 学 校 P T A 規 約 

 

第1章  名称 

第１条  本会は横浜市立奈良中学校ＰＴＡと称し、事務所を奈良中学校内（所在地；横浜市青葉区すみ 

よし台３６－３）におく。 

 

第２章  目的 

第２条  本会は家庭・学校・社会における生徒の幸福な成長をはかる。 

 

第３章  方針 

第３条  本会は教育を本旨とする民主的・自主的団体として活動する。 

第４条  本会は特定の政党や宗教を支持したり、営利を目的とする企業に関係してはならない。 

第５条  本会は学校の管理や人事には干渉しない。 

 

第４章  会員 

第６条  本会は本校に在籍する生徒の保護者および本校に勤務する教職員をもって構成する。 

第７条  会員はすべて平等の権利と義務を有する。 

 

第５章  会計 

第８条  本会の経費は会費およびその他の収入をもって支弁する。 

第９条  会費は１世帯月３００円とする。ただし家庭の事情その他により減免することができる。 

第１０条 本会の資金および財産は第２条の目的以外には使用してはならない。 

第１１条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第６章  役員 

第１２条 本会の役員は次の通りとする。 

１． 会  長 １ 名  （ 保護者 ） 

２． 副会長 ２ 名  （ 保護者 ） 

３． 書  記 ３ 名  （ 保護者 ２ ・ 教職員 １ ） 

４． 会  計 ３ 名  （ 保護者 ２ ・ 教職員 １ ） 

５． 顧  問 学校長 

または、 

１． 代 表 ３ 名  （ 保護者 ） 

２． 書  記 ３ 名  （ 保護者 ２ ・ 教職員 １ ） 

３． 会  計 ３ 名  （ 保護者 ２ ・ 教職員 １ ） 

４． 顧  問 学校長 

第１３条 役員の任期は、定期総会から次年度定期総会までの１年とする。ただし再任はさまたげない。 

年度をまたぎ会員の資格を喪失する場合は、第6条にかかわらず次年度定期総会まで資格を有す 

ることができる。役員に欠員が生じたときは運営委員会で選考し決定する。補充役員の任期は前 

任者の残存期間とする。 

第１４条 役員は専任とし、役員の兼任も認めないものとする。 

第１５条 役員は推薦委員会が実施する互選会にて選考し、総会において承認を受けなければならない。 
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第７章  役員の任務 

第１６条 役員の任務は次の通りである。 

１． 会長または代表３名は本会を代表し、会務を総括する。 

２． 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は代理を務める。 

３． 書記は、総会・運営委員会等の議事録の作成、諸会合の通知の発送、その他の庶務にあたる。 

４． 会計はすべての会計事務を担当し総会において決算報告を行う。 

 

第８章  会計監査 

第１７条 本会に会計監査各学年１名ずつ計３名とする。会計監査を行い、その結果を総会において報告す 

る。会計監査は推薦委員会において推薦され総会の承認を得て決定される。 

 

第９章  総会 

第１８条 総会は全会員で構成し、本会の最高議決機関である。 

第１９条 総会は定期総会と臨時総会とする。 

１． 定期総会は年１回行い会長または代表３名がこれを招集する。 

２． 臨時総会は運営委員会が必要と認めた場合、または会員の５分の１以上の要求があった場合に

会長または代表３名がこれを招集する。 

３． 総会では役員・正副委員長・会計監査の承認、事業計画・予算の承認、および前年度の事業報

告・決算報告の承認その他について協議・決定する。 

４． 議案は総会の５日前までに会員に通告する。 

第２０条 総会は全会員の過半数を定足数とする。ただし委任状をもって出席にかえることができる。決議 

は出席者の過半数の同意を必要とする。 

第２１条 いずれの総会も必要に応じて書面・電磁的方法にて開催・決議することもできる。書面および電 

磁的方法による総会は、全会員の過半数の議決権行使書の提出および回答の提出があった場合に 

成立する。決議は、議決権行使書の過半数の同意を必要とする。 

 

第１０章 運営委員会 

第２２条 運営委員会は役員、各種委員会の正副委員長をもって構成する。 

第２３条 運営委員会は次の事項を行う。 

１． 各種委員会より提案された諸計画の調整 

２． 事業計画および予算の作成 

３． 総会へ提出する議案作成 

４． その他必要な事項 

第２４条 運営委員会は運営委員の２分の１を定足数とする。 

 

第１１章 委員会 

第２５条 本会には、運営委員会において協議のうえ決定した各種委員会を置く。 

第２６条 各種委員会の人数および選出方法は、次のとおりとする。 

１． 設立する委員会および各委員会の人数は、運営委員会において協議のうえ決定することができ 

る。また、各委員会は全学年より選出するものとする。 

２． 各種委員会の正副委員長は、総会の承認を得て決定される。 
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第２７条 各種委員会の業務は、運営委員会において協議のうえ決定し、「運営委員会だより」により周知・ 

報告する。 

第２８条 各種委員会の正副委員長の任期は、定期総会から次年度定期総会までの１年とする。年度をまた 

ぎ会員の資格を喪失する場合は、第6条にかかわらず次年度定期総会まで資格を有することがで 

きる。 

 

第１２章 規約改正 

第２９条 この規約は総会において出席者（書面および電磁的方法の場合は議決権行使書および回答者）の 

３分の２以上の同意を得て改正することができる。 

 

第１３章 細則 

第３０条 この規約施行のため必要な細則は、運営委員会の議決により決定し、これを総会において報告する。 

 

第１４章 付則 

本規約は昭和５６年１１月２１日より施行する。 

本規約は昭和６２年５月１日に一部改正施行する。 

本規約は平成３年１１月３０日に一部改正施行する。 

本規約は平成１７年４月１日に一部改正施行する。 

本規約は平成１９年４月１日に一部改正施行する。 

本規約は平成３０年８月２４日に一部改正施行する。 

本規約は令和３年４月３０日に一部改正施行する。 

本規約は令和７年５月７日に一部改正施行する。 

本規約は令和８年５月１２日に一部改正施行する。 
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横 浜 市 立 奈 良 中 学 校 P T A 細 則 

（趣旨） 

第１条 本会の運営については、本規約に定めるほか、この細則に定めるものとする。 

 

（慶弔） 

第２条 会員の慶弔については、次の金品を贈るものとする。 

１． 教職員の結婚に対しては、祝い金として１０、０００円を贈る。 

２． 会員または生徒の死亡の時は、香典として５、０００円と花輪等を遺族に贈る。花輪等の種類・

金額は本部役員が協議のうえ決定する。 

３． 教職員の場合に限り、その配偶者・父母もしくは子女が死亡した時には香典として、 

５、０００円を遺族に贈る。 

４． 教職員が転補もしくは退職する時には、花束を贈る。花束の種類・金額は本部役員が協議のう

え決定する。 

５． 教職員または会員が公務中２週間以上治療を要する傷害を負った時には、見舞い金として 

３、０００円を贈る。 

６． 教職員が２週間以上病床に伏したる時は、前号を準用する。 

７． その他上記以外の慶弔については、その都度運営委員会で協議の上決定する。 

 

（表彰） 

第３条 本会に特に功績のあった者に対して、総会もしくは運営委員会の決議によって表彰することが 

できる。運営委員会の協議によっては、相当の記念品を贈ることができる。 

 

（地区委員会） 

第４条 地区分けは１０地区とし、１０地区を奈良小学校区と恩田・桂小学校区の２小学校区に分ける。 

委員数は、運営委員会において協議のうえ決定することができる。 

 

【奈良小学校区】       【恩田・桂小学校区】 

１．奈良北団地        ６．すみよし台 

２．小田急学園奈良      ７．桂台１丁目 

３．玉川学園台        ８．桂台２丁目 

４．ルクサージュ       ９．松風台 

５．奈良５丁目       １０．若草台 

 

（推薦委員会） 

第５条 推薦委員会の構成、業務は次のとおりとする。 

１． 推薦委員会は、全会員から選出された委員・役員から２名以下・教職員１名で構成する。定員に

満たない場合は運営委員会の協議に委ねる。 

２． 推薦委員は役員ならびに各種委員との兼任を認める。 

３． 推薦委員会は必要とされる人数の役員・各正副委員長・会計監査の候補者を運営委員会に推薦で

きない場合対応策を運営委員会の協議に委ねる。 

 

（活動費） 

第６条 活動に係る通信費等の補助として活動費を支給する。金額は運営委員会で変更することができる。 
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（付則） 

本細則は平成７年より施行する。 

本細則は平成１７年４月１日一部改正施行する。 

本細則は平成１９年４月１日一部改正施行する。 

本細則は平成２０年１０月１日一部改正施行する。 

本細則は平成２２年２月８日一部改正施行する。 

本細則は平成２５年２月４日一部改正施行する。 

本細則は平成２７年２月１６日一部改正施行する。 

本細則は平成３０年８月２４日一部改正施行する。 

本細則は令和３年４月１６日一部改正施行する。 

本細則は令和８年５月１２日一部改正施行する。 

 


